
再犯防止対策推進会議（第１回）

議事次第

日時：平成29年２月２日（木）

17時30分～17時45分

場所：総理官邸４階大会議室

１．開会

２．金田法務大臣（議長）挨拶

３．議事

再犯防止推進計画の策定について

４．野上内閣官房副長官（副議長）挨拶

５．閉 会
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資料１－１ 犯罪対策閣僚会議の開催について(閣議口頭了解)

資料１－２ 再犯防止対策推進会議の議長等の指名について(内閣総理大臣決裁)

資料２－１ 再犯の防止等の推進に関する法律の概要

資料２－２ 再犯の防止等の推進に関する法律

資料３－１ 再犯防止推進計画等検討会設置要綱（法務大臣決定）

資料３－２ 再犯防止推進計画等検討会構成員一覧



犯罪対策閣僚会議の開催について

平成１５年 ９月 ２日

閣 議 口 頭 了 解

平成２０年１２月２６日

一 部 改 正

平成２４年１２月 ７日

一 部 改 正

平成２６年１２月１６日

一 部 改 正

平成２８年１２月２０日

一 部 改 正

１ 「世界一安全な国、日本」の復活を目指し、関係推進本部及び関係行政機

関の緊密な連携を確保するとともに、有効適切な対策を総合的かつ積極的に

推進するため、「犯罪対策閣僚会議」（以下「会議」という。）を随時開催する。

２ 会議の構成員は、全閣僚とする。

会議には、必要に応じ、その他関係者の出席を求めることができる。

３ 会議は、内閣総理大臣が主宰する。

４ 会議は、銃器対策推進会議、薬物乱用対策推進会議、人身取引対策推進会

議及び再犯防止対策推進会議を随時開催する。

５ 銃器対策推進会議は国家公安委員会委員長を議長とし、薬物乱用対策推進

会議は内閣府特命担当大臣（薬物乱用対策）を議長とし、人身取引対策推進

会議は内閣官房長官を議長とし、再犯防止対策推進会議は内閣総理大臣が指

名する国務大臣を議長とする。

６ 銃器対策推進会議、薬物乱用対策推進会議、人身取引対策推進会議及び再

犯防止対策推進会議は、内閣総理大臣が指名する者をもって構成する。

７ 銃器対策推進会議、薬物乱用対策推進会議、人身取引対策推進会議及び再
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犯防止対策推進会議に副議長を置くことができる。副議長は構成員の中から

内閣総理大臣が指名する。 
 
８ 会議に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で内閣総理大臣が指名し

た官職にある者とする。 

 

９ 銃器対策推進会議、薬物乱用対策推進会議、人身取引対策推進会議及び再

犯防止対策推進会議に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で、銃器対

策推進会議においては国家公安委員会委員長が指名した官職にある者とし、

薬物乱用対策推進会議においては内閣府特命担当大臣（薬物乱用対策）が指

名した官職にある者とし、人身取引対策推進会議においては内閣官房長官が

指名した官職にある者とし、再犯防止対策推進会議においては第５項に規定

する内閣総理大臣が指名する国務大臣が指名した官職にある者とする。 

 
10 会議の庶務は、内閣府の助け及び警察庁、法務省等関係行政機関の協力を

得て、内閣官房において処理する。 

 

11 銃器対策推進会議の庶務は、警察庁において処理し、薬物乱用対策推進会

議の庶務は、警察庁、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通

省その他の関係行政機関の協力を得て、内閣府において処理し、人身取引対

策推進会議の庶務は、警察庁、法務省、外務省、厚生労働省その他の関係行

政機関の協力を得て、内閣官房において処理し、再犯防止対策推進会議の庶

務は、法務省その他の関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理す

る。 

 

12 「本部等の廃止について」（平成 20 年 12 月 26 日閣議決定。以下本項にお

いて「同決定」という。）による廃止前の銃器対策推進本部がこれまでに決定

した事項等については、銃器対策推進会議に引き継がれるものとし、同決定

による廃止前の薬物乱用対策推進本部がこれまでに決定した事項等について

は、薬物乱用対策推進会議に引き継がれるものとする。 
 



再犯防止対策推進会議の議長等の指名について

   平成 28年 12月 20 日 

内閣総理大臣決裁

犯罪対策閣僚会議の開催について（平成 15 年９月２日閣議口頭

了解）第５項、第６項及び第７項の規定に基づき、以下のとおり、

再犯防止対策推進会議の議長等を指名する。

議 長  法務大臣

副議長  内閣官房副長官（参）

内閣官房副長官（事務）

構成員  内閣官房副長官補（内政担当）

内閣官房内閣審議官（副長官補付）

警察庁生活安全局長

総務省大臣官房地域力創造審議官

法務省大臣官房審議官（総括担当）

法務省刑事局長

法務省矯正局長

法務省保護局長

文部科学省生涯学習政策局長

文部科学省初等中等教育局長

厚生労働省職業安定局長

厚生労働省職業能力開発局長

厚生労働省社会・援護局長

農林水産省経営局長

中小企業庁長官

国土交通省住宅局長
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一

再
犯
の
防
止
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
十
条
）

第
二
章

基
本
的
施
策

第
一
節

国
の
施
策
（
第
十
一
条
―
第
二
十
三
条
）

第
二
節

地
方
公
共
団
体
の
施
策
（
第
二
十
四
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得
つ
つ
、
犯
罪
を
し
た
者
等
の
円
滑
な
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
こ
と
等
に
よ

る
再
犯
の
防
止
等
が
犯
罪
対
策
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
に
関
し
、
基
本
理
念

を
定
め
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事

項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
国
民
が
犯
罪
に
よ
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二 

る
被
害
を
受
け
る
こ
と
を
防
止
し
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
犯
罪
を
し
た
者
等
」
と
は
、
犯
罪
を
し
た
者
又
は
非
行
少
年
（
非
行
の
あ
る
少
年
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
非
行
少
年
で
あ
っ
た
者
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
再
犯
の
防
止
等
」
と
は
、
犯
罪
を
し
た
者
等
が
犯
罪
を
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
（
非
行
少
年
の
非

行
を
な
く
す
こ
と
及
び
非
行
少
年
で
あ
っ
た
者
が
再
び
非
行
少
年
と
な
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
は
、
犯
罪
を
し
た
者
等
の
多
く
が
安
定
し
た
職
業
に
就
く
こ
と
及
び
住
居
を
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
等
の
た
め
に
円
滑
な
社
会
復
帰
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
犯
罪
を
し

た
者
等
が
、
社
会
に
お
い
て
孤
立
す
る
こ
と
な
く
、
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得
て
再
び
社
会
を
構
成
す
る
一
員
と
な
る
こ
と

を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
を
し
た
者
等
が
円
滑
に
社
会
に
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、

講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
は
、
犯
罪
を
し
た
者
等
が
、
そ
の
特
性
に
応
じ
、
矯
正
施
設
（
刑
務
所
、
少
年
刑
務
所
、



三 

拘
置
所
、
少
年
院
、
少
年
鑑
別
所
及
び
婦
人
補
導
院
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収
容
さ
れ
て
い
る
間
の
み
な
ら
ず
、
社
会

に
復
帰
し
た
後
も
途
切
れ
る
こ
と
な
く
、
必
要
な
指
導
及
び
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
矯
正
施
設
に
お
け
る
適
切
な
収
容

及
び
処
遇
の
た
め
の
施
策
と
職
業
及
び
住
居
の
確
保
に
係
る
支
援
を
は
じ
め
と
す
る
円
滑
な
社
会
復
帰
の
た
め
の
施
策
と
の

有
機
的
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
関
係
行
政
機
関
の
相
互
の
密
接
な
連
携
の
下
に
、
総
合
的
に
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
は
、
犯
罪
を
し
た
者
等
が
、
犯
罪
の
責
任
等
を
自
覚
す
る
こ
と
及
び
被
害
者
等
の
心
情
を

理
解
す
る
こ
と
並
び
に
自
ら
社
会
復
帰
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
が
、
再
犯
の
防
止
等
に
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
、

講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
は
、
犯
罪
及
び
非
行
の
実
態
、
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
各
般
の
施
策
の
有
効
性
等
に
関

す
る
調
査
研
究
の
成
果
等
を
踏
ま
え
、
効
果
的
に
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
国
等
の
責
務
） 

第
四
条 

国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
次
項
に
お
い
て
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る

施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
再
犯
の
防
止
等
に
関
し
、
国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、
そ
の



四 

地
方
公
共
団
体
の
地
域
の
状
況
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

 

（
連
携
、
情
報
の
提
供
等
） 

第
五
条 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
相
互
に
連
携
を
図
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
活
動
を

行
う
民
間
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
緊
密
な
連
携
協
力
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
活
動
を

行
う
民
間
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
必
要
な
情
報
を
適
切
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
犯
罪
を

し
た
者
等
の
個
人
情
報
そ
の
他
の
犯
罪
を
し
た
者
等
の
個
人
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
再
犯
防
止
啓
発
月
間
） 

第
六
条 

国
民
の
間
に
広
く
再
犯
の
防
止
等
に
つ
い
て
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
、
再
犯
防
止
啓
発
月
間
を
設
け
る
。 

２ 

再
犯
防
止
啓
発
月
間
は
、
七
月
と
す
る
。 



五 

３ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
再
犯
防
止
啓
発
月
間
の
趣
旨
に
ふ
さ
わ
し
い
事
業
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

（
再
犯
防
止
推
進
計
画
） 

第
七
条 

政
府
は
、
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る

施
策
の
推
進
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
再
犯
防
止
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

再
犯
防
止
推
進
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

 

二 

再
犯
の
防
止
等
に
向
け
た
教
育
及
び
職
業
訓
練
の
充
実
に
関
す
る
事
項 

 

三 

犯
罪
を
し
た
者
等
の
社
会
に
お
け
る
職
業
及
び
住
居
の
確
保
並
び
に
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

に
係
る
支
援
に
関
す
る
事
項 

 

四 

矯
正
施
設
に
お
け
る
収
容
及
び
処
遇
並
び
に
保
護
観
察
に
関
す
る
体
制
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
お
け
る
体
制
の
整
備
に

関
す
る
事
項 

 

五 

そ
の
他
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項 



六 

３ 

法
務
大
臣
は
、
再
犯
防
止
推
進
計
画
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 
法
務
大
臣
は
、
再
犯
防
止
推
進
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
と
協
議

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

法
務
大
臣
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
再
犯
防
止
推
進
計
画
を
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

政
府
は
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
、
再
犯
防
止
推
進
計
画
に
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を

変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
再
犯
防
止
推
進
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
地
方
再
犯
防
止
推
進
計
画
） 

第
八
条 

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
再
犯
防
止
推
進
計
画
を
勘
案
し
て
、
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
お
け
る
再
犯
の
防

止
等
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
計
画
（
次
項
に
お
い
て
「
地
方
再
犯
防
止
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
地
方
再
犯
防
止
推
進
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
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る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
法
制
上
の
措
置
等
） 

第
九
条 
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
な
法
制
上
、
財
政
上
又
は
税
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
年
次
報
告
） 

第
十
条 

政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
政
府
が
講
じ
た
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
報
告
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
二
章 

基
本
的
施
策 

 
 

 
 

第
一
節 

国
の
施
策 

 

（
特
性
に
応
じ
た
指
導
及
び
支
援
等
） 

第
十
一
条 

国
は
、
犯
罪
を
し
た
者
等
に
対
す
る
指
導
及
び
支
援
に
つ
い
て
は
、
矯
正
施
設
内
及
び
社
会
内
を
通
じ
、
指
導
及

び
支
援
の
内
容
に
応
じ
、
犯
罪
を
し
た
者
等
の
犯
罪
又
は
非
行
の
内
容
、
犯
罪
及
び
非
行
の
経
歴
そ
の
他
の
経
歴
、
性
格
、

年
齢
、
心
身
の
状
況
、
家
庭
環
境
、
交
友
関
係
、
経
済
的
な
状
況
そ
の
他
の
特
性
を
踏
ま
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。 



八 

２ 

国
は
、
犯
罪
を
し
た
者
等
に
対
す
る
指
導
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
の
責
任
等
の
自
覚
及
び
被
害
者
等
の
心
情
の
理
解
を
促
す

と
と
も
に
、
円
滑
な
社
会
復
帰
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
就
労
の
支
援
） 

第
十
二
条 

国
は
、
犯
罪
を
し
た
者
等
が
自
立
し
た
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
就
労
を
支
援
す
る
た
め
、
犯
罪

を
し
た
者
等
に
対
し
、
そ
の
勤
労
意
欲
を
高
め
、
こ
れ
に
職
業
上
有
用
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
作
業
の
矯
正
施
設

に
お
け
る
実
施
、
矯
正
施
設
内
及
び
社
会
内
を
通
じ
た
職
業
に
関
す
る
免
許
又
は
資
格
の
取
得
を
目
的
と
す
る
訓
練
そ
の
他

の
効
果
的
な
職
業
訓
練
等
の
実
施
、
就
職
の
あ
っ
せ
ん
並
び
に
就
労
及
び
そ
の
継
続
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言
等
必
要
な
施

策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
非
行
少
年
等
に
対
す
る
支
援
） 

第
十
三
条 

国
は
、
少
年
が
可
塑
性
に
富
む
等
の
特
性
を
有
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
非
行
少
年
及
び
非
行
少
年
で
あ
っ
た
者
が
、

早
期
に
立
ち
直
り
、
善
良
な
社
会
の
一
員
と
し
て
自
立
し
、
改
善
更
生
す
る
こ
と
を
助
け
る
た
め
、
少
年
院
、
少
年
鑑
別
所
、

保
護
観
察
所
等
の
関
係
機
関
と
学
校
、
家
庭
、
地
域
社
会
及
び
民
間
の
団
体
等
が
連
携
し
た
指
導
及
び
支
援
、
そ
れ
ら
の
者

の
能
力
に
応
じ
た
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
教
育
上
必
要
な
支
援
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 
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（
就
業
の
機
会
の
確
保
等
） 

第
十
四
条 

国
は
、
国
を
当
事
者
の
一
方
と
す
る
契
約
で
国
以
外
の
者
の
す
る
工
事
の
完
成
若
し
く
は
作
業
そ
の
他
の
役
務
の

給
付
又
は
物
品
の
納
入
に
対
し
国
が
対
価
の
支
払
を
す
べ
き
も
の
を
締
結
す
る
に
当
た
っ
て
予
算
の
適
正
な
使
用
に
留
意
し

つ
つ
協
力
雇
用
主
（
犯
罪
を
し
た
者
等
の
自
立
及
び
社
会
復
帰
に
協
力
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
犯
罪
を
し
た
者
等
を
雇

用
し
、
又
は
雇
用
し
よ
う
と
す
る
事
業
主
を
い
う
。
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
受
注
の
機
会
の
増
大
を
図
る
よ
う

配
慮
す
る
こ
と
、
犯
罪
を
し
た
者
等
の
国
に
よ
る
雇
用
の
推
進
そ
の
他
犯
罪
を
し
た
者
等
の
就
業
の
機
会
の
確
保
及
び
就
業

の
継
続
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
住
居
の
確
保
等
） 

第
十
五
条 

国
は
、
犯
罪
を
し
た
者
等
の
う
ち
適
切
な
住
居
、
食
事
そ
の
他
の
健
全
な
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
手
段

を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
そ
の
改
善
更
生
が
妨
げ
ら
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
、

そ
の
自
助
の
責
任
を
踏
ま
え
つ
つ
、
宿
泊
場
所
の
供
与
、
食
事
の
提
供
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
犯
罪
を
し
た

者
等
が
地
域
に
お
い
て
生
活
を
営
む
た
め
の
住
居
を
確
保
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
、
公
営
住
宅
（
公
営
住
宅
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
公
営
住
宅
を
い
う
。
）
へ
の
入
居
に
お
け
る
犯
罪
を
し
た
者



一
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等
へ
の
特
別
の
配
慮
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
更
生
保
護
施
設
に
対
す
る
援
助
） 

第
十
六
条 
国
は
、
犯
罪
を
し
た
者
等
の
宿
泊
場
所
の
確
保
及
び
そ
の
改
善
更
生
に
資
す
る
よ
う
、
更
生
保
護
施
設
の
整
備
及

び
運
営
に
関
し
、
財
政
上
の
措
置
、
情
報
の
提
供
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
） 

第
十
七
条 

国
は
、
犯
罪
を
し
た
者
等
の
う
ち
高
齢
者
、
障
害
者
等
で
あ
っ
て
自
立
し
た
生
活
を
営
む
上
で
の
困
難
を
有
す
る

も
の
及
び
薬
物
等
に
対
す
る
依
存
が
あ
る
者
等
に
つ
い
て
、
そ
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び

福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
医
療
、
保
健
、
福
祉
等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
に
お
け
る
体
制
の
整
備
及

び
充
実
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
当
該
関
係
機
関
と
矯
正
施
設
、
保
護
観
察
所
及
び
民
間
の
団
体

と
の
連
携
の
強
化
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
関
係
機
関
に
お
け
る
体
制
の
整
備
等
） 

第
十
八
条 

国
は
、
犯
罪
を
し
た
者
等
に
対
し
充
実
し
た
指
導
及
び
支
援
を
行
う
た
め
、
関
係
機
関
に
お
け
る
体
制
を
整
備
す

る
と
と
も
に
、
再
犯
の
防
止
等
に
係
る
人
材
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す



一
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る
。 

 

（
再
犯
防
止
関
係
施
設
の
整
備
） 

第
十
九
条 
国
は
、
再
犯
防
止
関
係
施
設
（
矯
正
施
設
そ
の
他
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
施
設
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
の
推
進
の
た
め
の
重
要
な
基
盤
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
再

犯
防
止
関
係
施
設
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
情
報
の
共
有
、
検
証
、
調
査
研
究
の
推
進
等
） 

第
二
十
条 

国
は
、
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
の
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
よ
う
、
関
係
機
関
が
保
有
す
る
再
犯
の
防
止

等
に
資
す
る
情
報
を
共
有
し
、
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
の
実
施
状
況
及
び
そ
の
効
果
を
検
証
し
、
並
び
に
犯
罪
を
し

た
者
等
の
再
犯
の
防
止
等
を
図
る
上
で
効
果
的
な
処
遇
の
在
り
方
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
そ

れ
ら
の
結
果
等
を
踏
ま
え
て
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
社
会
内
に
お
け
る
適
切
な
指
導
及
び
支
援
） 

第
二
十
一
条 

国
は
、
犯
罪
を
し
た
者
等
の
う
ち
社
会
内
に
お
い
て
適
切
な
指
導
及
び
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
再
犯
の
防
止
等



一
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に
有
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
、
矯
正
施
設
に
お
け
る
処
遇
を
経
な
い
で
、
又
は
一
定
期
間
の
矯
正
施
設
に
お

け
る
処
遇
に
引
き
続
き
、
社
会
内
に
お
い
て
指
導
及
び
支
援
を
早
期
か
つ
効
果
的
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な

施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
国
民
の
理
解
の
増
進
及
び
表
彰
） 

第
二
十
二
条 

国
は
、
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
国
民
の
理
解
を
深
め
、
そ
の
協
力
を
得
ら
れ
る

よ
う
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
は
、
再
犯
の
防
止
等
の
推
進
に
寄
与
し
た
民
間
の
団
体
及
び
個
人
の
表
彰
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
民
間
の
団
体
等
に
対
す
る
援
助
） 

第
二
十
三
条 

国
は
、
保
護
司
会
及
び
協
力
雇
用
主
そ
の
他
民
間
の
団
体
又
は
個
人
の
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
活
動
の
促
進

を
図
る
た
め
、
財
政
上
又
は
税
制
上
の
措
置
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

第
二
節 

地
方
公
共
団
体
の
施
策 

第
二
十
四
条 

地
方
公
共
団
体
は
、
国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
地
域
の
状
況
に
応
じ
、

前
節
に
規
定
す
る
施
策
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



一
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附 

則 
 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
検
討
） 

２ 

国
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



資料３－１ 

再犯防止推進計画等検討会設置要綱  

 

 

平成２９年２月２日  

法 務 大 臣 決 定   

 

 

１ 名称 

  再犯防止推進計画等検討会 

 

２ 目的 

  再犯防止推進計画等検討会（以下「検討会」という。）は，法務大臣が，「再

犯の防止等の推進に関する法律」（平成２８年法律第１０４号）第７条第３項

に基づき作成する「再犯防止推進計画の案」に掲げる事項等を検討することを

目的とする。 

 

３ 検討会の構成 

（１）検討会の議長は，法務副大臣とする。 

（２）検討会は，関係行政機関の職員で，法務大臣が指名した官職にある者のほ

か，有識者をもって構成する。 

（３）検討会の構成員となる有識者は，法務大臣が任命する。 

（４）検討会の構成員となる有識者の任期については，法務大臣が別途定める。 

（５）検討会に副議長を置く。副議長は，構成員の中から法務大臣が指名する。 

（６）議長は，必要に応じ，構成員以外の関係行政機関の職員その他関係者の出

席を求めることができる。 

 

４ 検討会の庶務は，大臣官房秘書課政策評価企画室において処理する。  

 

５ 前各項に定めるもののほか，検討会の運営に関する事項その他必要な事項は，

議長が定める。  

 

 

 

 



資料３－２ 

再犯防止推進計画等検討会構成員 

 

 

議 長  法務副大臣 

 

副 議 長  法務省大臣官房審議官（総括担当） 

 

構 成 員  内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付） 

（関係省庁）  警察庁生活安全局生活安全企画課長  

警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課長 

総務省地域力創造グループ地域政策課長 

法務省大臣官房秘書課政策評価企画室長 

法務省刑事局総務課長 

法務省矯正局総務課長 

法務省保護局総務課長 

法務省保護局更生保護振興課長 

文部科学省生涯学習政策局青少年教育課長 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 

厚生労働省職業安定局就労支援室長 

厚生労働省職業能力開発局能力開発課長 

厚生労働省社会・援護局総務課長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 

農林水産省経営局就農・女性課長 

林野庁経営課林業労働対策室長 

水産庁漁政部企画課長 

中小企業庁経営支援部経営支援課長 

国土交通省住宅局住宅政策課長 

 

(有識者)  小畑 輝海 更生保護法人両全会理事長 

川出 敏裕 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

清水 義悳 更生保護法人清心寮理事長・全国就労支援事業者機構参与 

堂本 暁子 前千葉県知事 

永見 光章 全国保護司連盟副理事長 

野口 義弘 有限会社野口石油代表取締役（協力雇用主） 

宮田 桂子 弁護士 

村木 厚子 前厚生労働事務次官 

和田  清 埼玉県立精神医療センター依存症治療研究部長 

 

     （敬称略） 




